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Ⅲ 計画の内容 

 
１  基本認識 

( 1)  Ｄ Ｖ は、 犯罪と なる行為をも 含む重大な人権侵害であり 、 男女共同参画社会を形成し てい

く う えで克服すべき 重要な課題です。  

( 2)  Ｄ Ｖ を防止すると と も に、 相談や被害者の保護から 自立の支援まで、 被害者の立場に立っ

た切れ目のない支援を行う こ と は、 国及び県・ 市町村の責務です。  

( 3)  Ｄ Ｖ は、 子ども に対し ても 深刻な影響を及ぼす重大な問題であり 、 子ども の心身の安定の

確保や教育を受ける権利への配慮と 一体と なっ た被害者への支援が必要です。  

( 4)  Ｄ Ｖ への対策を推進するためには、 国及び県・ 市町村の関係機関、 民間団体などが幅広く

協働・ 連携し ながら それぞれの役割を担っ ていく こ と が不可欠です。  

 

２  重点目標と 特に重点的に取り 組むポイ ント  

現状の課題を踏まえて、 次の５ つの重点目標を定め、 各施策に取り 組みます。  

 
 

重点目標Ⅰ 暴力の未然防止 

重点目標Ⅱ 安心し て相談でき る体制の整備 

重点目標Ⅲ 安全が守ら れる保護体制の整備 

重点目標Ⅳ 自立支援の促進 

重点目標Ⅴ 市町村、 民間団体及び関係機関と の連携等 

 
 

重点目標を達成するために取り 組む各施策のう ち、 次の４ つのポイ ント は、 特に重点的に取

り 組むべきと の考え方から 、 2014 年に改定し たプラ ンの取組みを更に進め、 施策を充実・ 強化

し ます。  

 
 

 
ポイ ント １  【 Ｄ Ｖ 防止】 Ｄ Ｖ 発生未然防止のための予防対策の強化 

ポイ ント ２  【 Ｄ Ｖ 防止】 相談実例に基づく Ｄ Ｖ 防止啓発冊子の作成等による啓発の強化 

ポイ ント ３  【 被害者支援】 相談・ 支援に対応する職員に向けた研修体制の強化 

ポイ ント ４  【 被害者支援】 被害者支援に取り 組む民間団体に対する支援の強化 

  

重点目標 

特に重点的に取り 組むポイ ント  
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３  施策の体系 

重点目標 施策の方向 主要施策

Ⅰ 暴力の未然防止

Ⅱ 安心し て相談でき る体制の整備

１ 暴力防止に 向けた

取組みの強化

３ 一時保護と 安全確保

① 未然防止に向けた
意識啓発

① 県配偶者暴力相談支援

セン タ ーの機能の充実

③ 加害行為の抑止

② 相談者の安全確保と 配慮

③ 適正な情報の管理

① 一時保護の実施

③ 被害者の安全の確保と
配慮

④ 相談窓口の利用促進

② 一時保護利用者への支援

施策の内容

( 1) 学校における 人権教育の推進
( 2) 交際相手から の暴力（ デート Ｄ Ｖ ） に

関する 啓発
( 3) Ｄ Ｖ 予防のベースにある気づき や

コ ミ ュ ニケーショ ン 能力強化の促進
( 4) 県民への啓発活動の充実強化

( 1) 被害者の状況に応じ た相談の実施
( 2) 被害者支援のための情報収集・ 提供等
( 3) 職務関係者に 向けた 情報収集・ 提供
( 4) 休日夜間緊急体制の確保
( 5) 男性相談の実施

( 1) 加害者から の相談への対応
( 2) 加害者暴力の抑制や更生に 向けた

取組みの推進

( 1) 相談窓口における安全の確保と 秘密の
保持

( 2) 外国人、 障がい者、 高齢者、 性的少数者
の方への配慮

( 1) 適正な 情報の管理

( 1) 県民への周知及び利用促進
( 2) 医療関係者等と の連携によ る周知及び

利用促進
( 3) 地域で 活動する民生委員・ 児童委員

への相談窓口の周知及び利用促進

( 1) 一時保護体制の確保
( 2) 多様な ケース に対応し た一時保護の

実施
( 3) 県、 市町村、 民間団体の協働によ る

一時保護事業

( 1) 被害者への支援
( 2) 同伴児童への支援

( 1) 通報への対応
( 2) 警察に おける 暴力の制止及び

被害者の保護
( 3) 警察への相談及び援助の申出に

対する 支援
( 4) 一時保護にお ける安全の確保
( 5) 保護命令に係る安全の確保
( 6) 外国人、 障がい者、 高齢者、 性的少数者

の方への配慮

２ 相談体制の充実

Ⅲ 安全が守ら れる保護体制の整備

④ 適正な情報の管理 ( 1) 適正な 情報の管理

② 早期発見に向けた
連携 ( 1) 医療機関等と の連携

⑤ 通報制度の周知 ( 1) 医療関係者等への通報制度の周知
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重点目標 施策の方向 主要施策

Ⅴ 市町村、 民間団体及び

関係機関と の連携等

４ 自立し た生活に向けた

切れ目のな い支援

５ 地域における相談と

自立支援の体制の充実

７ 関係機関等と の連携

及び人材育成

① 生活基盤を 整える ための
支援

② 安定し た生活に向けた

支援

③ 女性保護施設における
支援

① 市町村における計画的
な取組み

② 市町村における相談
窓口の充実

① 関係機関等と の相互の
連携

② 支援者の育成と

資質向上等

① Ｄ Ｖ 防止・ 被害者支援
を 行う 民間団体と の

連携、 支援

① 調査研究

施策の内容

( 1) 住まいの確保
( 2) 就労の支援

( 3) 経済的な支援
( 4) 各種制度の周知と 活用への支援

( 1) 中長期支援施設の運営に対する支援

( 2) 精神的なケア の充実
( 3) 被害者と 同居する 子ども に関する

支援
( 4) 地域における 支援
( 5) 外国人、 障がい者、 高齢者、 性的少数者

の方への配慮

( 1) 女性保護施設における 支援

( 1) 市町村基本計画の策定
( 2) 市町村における施策推進体制の充実

( 1) 市町村配偶者暴力相談支援セン タ ー
の設置

( 2) 市町村における身近な相談窓口の
充実

( 3) 市町村における自立支援の実施

( 1) 民間団体と の意見交換
( 2) 民間団体と 連携し た 啓発等

( 3) 被害者相談における 連携
( 4) 中長期支援施設の運営に対する支援
( 5) 県、 市町村、 民間団体の協働に

よる一時保護事業
( 6) 被害者支援を 行う 民間団体への支援

( 1) ネッ ト ワーク の充実
( 2) 広域における 連携

( 1) 職務関係者への研修等の充実

( 2) 支援者への支援

( 1) Ｄ Ｖ 防止及び被害者支援のための
調査研究

( 2) 国への要望

Ⅳ 自立支援の促進

６ 民間団体と の連携、

支援

② 提案・ 苦情への対応

８ 課題解決に向けた

調査研究と 提案・ 苦情

への対応 ( 1) 関係機関における 提案・ 苦情への
適切な 対応

( 1) 地域における 関係機関ネッ ト ワーク の
充実

( 2) 県によ る広域連携支援

③ 地域の状況に応じ た

県と 市町村等の連携
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４ 具体的な施策内容

Ｄ Ｖ は、 犯罪と なる行為をも 含む重大な人権侵害です。 いかなる場合であっ ても 暴力は絶対

に許さ れないこ と や、お互いを大切にし 合う 人権尊重の意識を早い時期から 醸成すると と も に、

被害者を 生み出さ ないためのＤ Ｖ 予防対策に取り 組むこ と により 、 暴力を 未然防止するこ と を

めざし ます。

施策の方向１ 暴力防止に向けた取組みの強化

Ｄ Ｖ は、 家庭内や親し い人間関係において行われるため、 外部から はその発見が困難な場合が

多く 、 潜在化し やすい傾向にあり ます。 また、 被害者だけでなく 、 同居する子ども の心身面にも

深刻な影響を及ぼす恐れがあり ます。

暴力を未然に防止するため、 若年層への意識啓発など、 暴力は決し て許さ れないこ と について

理解を 深めるための啓発活動を行う と と も に、 Ｄ Ｖ の発生自体を予防するための対策に取り 組み

ます。

また、 被害者の早期発見に向け、 医療機関等と の連携を強化するため、 相談窓口や通報制度の

周知に取り 組むほか、 被害者を生み出さ ないため加害行為の抑止に取り 組みます。

■主要施策

① 未然防止に向けた意識啓発

施策の内容 事業概要

( 1) 学校に お け る 人権

教育の推進

・ 学校等において、 暴力はどんな場合でも 人権侵害である と いう こ と につ

いての教育を 推進し ます。 （ 県・ 市町村）

( 2) 交際相手から の暴

力（ デート Ｄ Ｖ ） に

関する 啓発

・ かながわ男女共同参画セン タ ー等は、 中学生・ 高校生向けの交際相手か

ら の暴力（ デート Ｄ Ｖ ） に関する 啓発資料を 配布するほか、 メ ディ アリ

テラ シー講座等と 合わせてデート Ｄ Ｖ 防止啓発講座を 実施する など、 若

年者向け事業を 強化すると と も に、相談窓口を 周知し ます。 （ 県）

・ 県立高校において、 教職員に向けて、 交際相手から の暴力（ デート Ｄ Ｖ ）

を 含む人権研修を 実施し ます。 （ 県）

( 3) Ｄ Ｖ 予防のベ ー ス

に あ る 気づ き やコ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン

能力強化の促進

・ かながわ男女共同参画センタ ーは、 Ｄ Ｖ の発生し ない幸せな家庭を 築く

ために必要な、 向き 合う べき 課題への気づき やコ ミ ュ ニケーショ ン 能力

の身につけ方に関する 啓発冊子の発行やト レ ーニン グ・ セミ ナーなどを

進めます。 （ 県）

重点目標Ⅰ 暴力の未然防止
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( 4) 県民への啓発活動

の充実強化

・ 人権男女共同参画課等は、 認知度が低い「 精神的暴力」 等への理解のた

め、 相談実例を 収集・ 分析し た結果を 活用し た啓発冊子を 作成し 、 県内

大学等へ配布するほか、 Ｄ Ｖ 防止啓発冊子や窓口案内カ ード の作成・ 配

布、 多言語Ｄ Ｖ 相談窓口案内リ ーフ レ ッ ト 等の作成・ 配布などにより 、

県民への暴力防止啓発活動の充実に努めます。 なお、 イ ン タ ーネッ ト の

活用など 、 よ り 多く の県民に情報が届く ための効果的な方法によ り 周

知・ 啓発し ます。 （ 県・ 市町村）

・ かながわ男女共同参画セン タ ーは、 女性向けＤ Ｖ 気づき 講座や男性向け

Ｄ Ｖ 防止啓発講座など、 Ｄ Ｖ の定義や暴力の形態、 心やから だへの影響

などに関する 講座等を 開催し 、 Ｄ Ｖ について広く 県民に周知するなど、

啓発活動の充実に努めます。 （ 県・ 市町村）

・ かながわ男女共同参画セン タ ー等は、 Ｄ Ｖ が子ども に及ぼす影響（ 面前

Ｄ Ｖ ） についての理解を 深める ための啓発を 行います。 （ 県）

② 早期発見に向けた連携

施策の内容 事業概要

( 1) 医療機関等と の連

携

・ 医療機関等と 連携し 、 暴力被害の早期発見に努めます。 （ 県・ 市町村）

・ 医療関係者向けＤ Ｖ 対応の手引き を 作成する など、医療関係者等に対し 、

被害者への相談窓口等の情報提供を 図り ます。【 再掲】 （ 県）

③ 加害行為の抑止

施策の内容 事業概要

( 1) 加害者から の相談

への対応

・ Ｄ Ｖ に悩む男性のための相談を 実施し ます。【 再掲】 （ 県）

( 2) 加害者暴力の抑制

や更生に 向け た 取

組みの推進

・ 警察は、 加害者に対し て指導警告を 行う 際には、 加害行為を し ている こ

と の自覚を 促すなど、 事態の沈静化を 図る よ う 努めます。（ 県警察本部）

・ 加害者更生に関する国の調査研究の動向を 把握し 、 その充実及び必要な

法整備について、 国へ要望する と と も に、 他の地方公共団体及び民間団

体における 取組状況等を 把握する よう 努めます。【 再掲】 （ 県）

（ *12）

（ *12）【 再掲】：

１ つの事業を複数の柱に位置付ける場合に、 最も 関係が深い施策の内容への位置付け（ 本掲） に対し て、 他の施策の内

容への位置付けを【 再掲】 と 表記（ 以下同じ ）。

Ⅲ　 計画の内容
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県配偶者暴力相談支援センタ ーをはじ めと し た相談機能を充実すると と も に、 県民や医療関

係者、 地域で活躍する民生委員・ 児童委員等に対し て、 相談窓口の利用促進に向けた周知や、

通報制度の周知について取り 組むこ と により 、 被害者がいつでも 、 早期に、 安心し て相談でき

る体制整備をめざし ます。

施策の方向２ 相談体制の充実

Ｄ Ｖ に悩む被害者が相談し やすい環境を 整えるため、 被害者の状況に応じ た様々な相談に対応

できるよう 、 県の配偶者暴力相談支援センタ ーにおける相談機能の充実に努めます。

また、 相談者及び相談を受ける職員等の安全と プラ イ バシーを確保し 、 適切な情報管理を行う

と と も に、 外国人や高齢者など、 相談し にく さ やＤ Ｖ の潜在化などの課題を抱えている相談者に

対し て適切な配慮を行います。

さ ら に、 Ｄ Ｖ に悩みながら も 相談を ためら う 潜在的な被害者が相談し やすい環境づく り を進め

るため、 相談窓口の周知・ 利用促進などに努めるほか、 Ｓ Ｎ Ｓ を活用し た相談など、 若年者が利

用し やすい相談環境について検討するなど、 相談体制の充実をめざし ます。

■主要施策

① 県配偶者暴力相談支援センタ ーの機能の充実

施策の内容 事業概要

( 1) 被害者の状況に 応

じ た相談の実施

・ 被害者支援のための相談を 実施し ます。 （ 県）

・ 法律相談、 心理相談、 精神保健相談などの専門相談を 実施し ます。（ 県）

・ 民間団体と 連携し た多言語によ る被害者相談を 実施し ます。

( 県・ 民間団体)

・ 被害者への相談・ 支援に対応する職員の資質向上のため、 被害者の状況

に応じ たき め細かな対応を 実施するための体制を 強化し ます。 【 再掲】

（ 県）

( 2) 被害者支援のた め

の情報収集・ 提供等

・ 被害者の支援に必要な情報を 収集し 、 被害者や市町村・ 福祉事務所、 民

間団体等に提供し ます。 （ 県）

・ 被害者支援に関し て、 ホームページ等により 情報提供を 行います。

（ 県）

・ 保護命令の申立てに関する 助言や、 書面の作成を 行います。 （ 県）

( 3) 職務関係者に 向け

た情報収集・ 提供

・ Ｄ Ｖ に関する 情報を 収集し 、 市町村・ 福祉事務所、 民間団体等へ提供し

ます。 （ 県）

重点目標Ⅱ 安心し て相談でき る体制の整備
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( 4) 休日夜間緊急体制

の確保

・ 休日夜間等、時間外の緊急相談の体制を 確保し 、警察等と の緊密な連携・

協力のも と に、 被害者の緊急相談に対応し ます。

（ 県・ 県警察本部・ 民間団体）

・ 民間団体と 連携し 、 休日夜間等、 時間外における 被害者相談を 実施し ま

す。 （ 県・ 民間団体）

( 5) 男性相談の実施 ・ 男性被害者相談を 実施し ます。 （ 県）

・ Ｄ Ｖ に悩む男性のための相談を 実施し ます。 （ 県）

② 相談者の安全確保と 配慮

施策の内容 事業概要

( 1) 相談窓口に お け る

安全の確保と 秘密

の保持

・ 相談窓口における 、 相談者の安全と プラ イ バシーの確保に努め、 相談者

が安心し て相談ができ る 環境を 整備し ます。（ 県・ 県警察本部・ 市町村）

( 2) 外国人、 障がい者、

高齢者、 性的少数者

の方への配慮

・ 言葉や文化の違いによ り 孤立し やすく 在留資格など 複雑な課題を 抱え

ている こ と がある 外国人の被害者や、 Ｄ Ｖ がよ り 潜在化し やすい傾向に

ある障がい者や高齢者、 性的少数者の方等に対し て、 本人の意向や障が

い等を 確認し ながら 、適切な対応を する よう 配慮し ます。【 再掲】 ( 県)

③ 適正な情報の管理

施策の内容 事業概要

( 1) 適正な情報の管理 ・ 相談者の情報流出を 防止する 体制を 確立し 、 相談者及び職員や民間団体

スタ ッ フ 等の安全を 確保する ため、 関係部署も 含めた適正な情報の管理

に努めます。 （ 県・ 県警察本部・ 市町村・ 民間団体）

④ 相談窓口の利用促進

施策の内容 事業概要

( 1) 県民への周知及び

利用促進

・ 県の被害者相談窓口案内カ ード 、 Ｄ Ｖ 相談窓口案内・ 多言語・ 学生向け

デート Ｄ Ｖ 等の各種リ ーフ レ ッ ト など、 情報提供資料等の配置場所の拡

大やイ ン タ ーネッ ト 等の活用によ り 、 相談窓口のよ り 一層の周知に努め

ます。 （ 県・ 市町村）

・ Ｓ Ｎ Ｓ を 活用し た相談など、 若年者が利用し やすい相談環境について検

討を 行います。 （ 県）

( 2) 医療関係者等と の

連携に よ る 周知及

び利用促進

・ 医療関係者向けＤ Ｖ 対応の手引き を 作成する など、医療関係者等に対し 、

被害者への相談窓口等の情報提供を 図り ます。 （ 県）

( 3) 地域で 活動す る 民

生委員・ 児童委員へ

の相談窓口の周知

及び利用促進

・ 地域で活動する 民生委員・ 児童委員へ相談窓口を 周知し 、 相談に繋がる

よう に努めます。 （ 県・ 市町村）

⑤ 通報制度の周知

施策の内容 事業概要

( 1) 医療関係者等への

通報制度の周知

・ 医療関係者等に対し 、 通報制度の周知を 図り ます。 （ 県）
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被害者の保護を行う う えで、 被害者の安全確保が何より も 重要です。 緊急の場合に、 迅速か

つ適切に避難し 、 安全が確保さ れ、 必要な支援を受けるこ と ができ るための一時保護体制の整

備をめざし ます。

施策の方向３ 一時保護と 安全確保

被害者の安全を 確保し 、 一時保護を 行う こ と は、 Ｄ Ｖ 防止法により 都道府県の責務と さ れてい

ます。 一時保護を受けよう と する被害者が、 緊張や不安が緩和さ れ、 安心し て援助を 受けるこ と

ができ ると いう 気持ちが持てるよう に、 き め細かな相談対応を行い、 被害者が迅速かつ適切に避

難でき 、 状況に応じ た適切な支援を 受けら れるよう 、 市町村や警察、 民間団体等の関係機関と 連

携し ながら 、 一時保護体制の充実を 図ると と も に、 同伴児童への支援を 行います。 あわせて、 被

害者の安全を確保するため、 保護命令など各種制度の活用や適正な情報の管理に努めます。

■主要施策

① 一時保護の実施

施策の内容 事業概要

( 1) 一時保護体制の確

保

・ 市町村や民間団体と 連携し 、 一時保護が必要な被害者に対し て、 本人の

意思を 尊重し 、 迅速かつ適切な一時保護を 実施し ます。

（ 県・ 市町村・ 民間団体）

・ 警察と の緊密な連携・ 協力のも と に、 休日夜間における 被害者の一時保

護に対応し ます。 （ 県・ 県警察本部）

・ 休日夜間の受入れ体制など、 被害者を 適切に一時保護する 体制を 確保し

ます。 （ 県）

( 2) 多様な ケ ー ス に 対

応し た 一時保護の

実施

・ 子ど も を 同伴する 被害者や母国語によ る 支援が必要な外国人の被害者

等、 被害者の状況に応じ た一時保護を 実施し ます。

（ 県・ 市町村・ 民間団体）

・ 障がいのある 被害者や高齢者等、様々な配慮を 必要と する 被害者に対し 、

適切な施設の活用に努めます。 （ 県・ 市町村・ 民間団体）

( 3) 県、 市町村、 民間団

体の協働に よ る 一

時保護事業

・ 県、 市町村、 民間団体によ る三者協働一時保護の充実に努めます。

（ 県・ 市町村・ 民間団体）

重点目標Ⅲ 安全が守ら れる保護体制の整備

Ⅲ　 計画の内容
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② 一時保護利用者への支援

施策の内容 事業概要

( 1) 被害者への支援 ・

す。 （ 県）

・ （ 県・ 民間団体）

・

を 行います。 （ 県・ 民間団体）

・

看護師や心理判定員を 配置し 、 被害者の健康面や心理面のケアを 行いま

保育士による 日中保育や預かり 保育を 実施し ます。

民間団体と の連携や、 県の通訳派遣事業を 活用し 、 外国人被害者の支援

被害者の個々の状況に応じ 、 県、 市町村、 民間団体の連携によ るケース

カ ン フ ァ レ ンスを 行い、 支援方針を 決めます。

（ 県・ 市町村・ 民間団体）

( 2) 同伴児童への支援 ・ （ 県）

・ （ 県）

・

況に応じ 、 児童相談所等と の連携によ るケースカ ン フ ァ レ ン スを 実施す

る など、 同伴児童への支援の充実を 図り ます。 （ 県・ 市町村）

・

教育指導員を 配置し 、 より 適切な学習の機会を 提供し ます。

心理判定員を 配置し 、 同伴児童の心理的ケアの充実を 図り ます。

Ｄ Ｖ と 児童虐待が密接な関係にあるこ と を 踏まえ、 同伴児童の個々の状

一時保護施設内にプレ イ ルームや学習室などを 設置し 、 同伴児童が利用

し やすい環境の整備に努めます。 （ 県）

③ 被害者の安全の確保と 配慮

施策の内容 事業概要

( 1) 通報への対応 ・

の提供を 依頼する と と も に、 被害者から の相談に対応し 、 緊急性が高い

場合は、 警察と 連携し て、 被害者の安全の確保に努めます。

（ 県・ 県警察本部・ 市町村）

・

通報があっ た場合は、 通報者に被害者の意思の確認や、 相談窓口の情報

通報の内容から 児童虐待、 高齢者虐待又は障がい者虐待が疑われる 場合

には、 児童虐待防止法、 高齢者虐待防止法又は障害者虐待防止法に基づ

き 市町村に通報を 行う と と も に、 市町村と 連携し て被害者の支援を 行い

ます。 （ 県・ 県警察本部・ 市町村）

( 2) 警察に お け る 暴力

の制止及び 被害者

の保護

・

にあたると と も に、 応急の救護を 要する と 認めら れると き は被害者を 保

護し ます。 （ 県警察本部）

・

警察は、 通報等により 暴力が行われている と 認める と き は、 暴力の制止

警察は、 被害者の状況に応じ 、 加害者を 検挙する ほか、 加害者への指導

警告を 行う など 暴力によ る 被害の発生を 防止する ための措置を 講じ ま

す。 （ 県警察本部）

( 3) 警察への相談及び

援助の申出に 対す

る支援

・ 警察は、 被害者の負担を 軽減し 、 かつ、 二次的被害が生じ る こ と のない

よ う 配慮する と と も に、 被害防止を 念頭に置いた適切な措置を 講じ ま

す。 （ 県警察本部）

・ 警察は、 身体に対する暴力を 受けている被害者から 、 被害を 自ら 防止す

る ための援助を 受けたい旨の申出があり 、 その申出を 相当と 認めると き

は、 国家公安委員会規則で定める必要な援助を 行います。

（ 県警察本部）

( 4) 一時保護に お け る

安全の確保

・

ます。 （ 県・ 市町村）

・

護に対応し ます。 【 再掲】 （ 県・ 県警察本部）

・

被害者の安全のため、 相談窓口等から 一時保護施設まで被害者に同行し

警察と の緊密な連携・ 協力のも と に、 休日夜間における 被害者の一時保

被害者の安全を 最優先に置き つつ、 一時保護の間、 被害者の利便を 必要

以上に制限するこ と がないよ う な環境づく り について、 国の調査研究及

び検討会の動向などを 注視し ながら 検討し ます。 （ 県）
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( 5) 保護命令に 係る 安

全の確保

・

てを 希望する 場合には、 関係機関と 連携を 図り ながら 、 安全の確保に関

する 助言等を 行います。 （ 県・ 県警察本部・ 市町村）

・

に被害者と 連絡を 取り 、 緊急時の迅速な通報の教示等防犯指導を 実施

し 、 必要に応じ て住居等の付近を 警戒する などの対策を 講じ ます。

（ 県警察本部）

・

護命令が確実に遵守さ れるよ う 指導警告等を 行います。 （ 県警察本部）

・

被害者に対し 、 保護命令制度について説明し 、 被害者が保護命令の申立

警察は、 裁判所から 保護命令を 発し た旨の通知を 受けたと き は、 速やか

警察は、 加害者に対し て保護命令違反が罪に当たるこ と を 認識さ せ、 保

配偶者暴力相談支援センタ ーは、 裁判所から 保護命令の発令通知を 受け

た時は、 被害者に本人及び子ども や親族等の安全の確保に関する 助言を

行います。 （ 県・ 県警察本部・ 市町村）

( 6) 外国人、 障がい者、

高齢者、 性的少数者

の方への配慮

・

いる こ と がある 外国人の被害者や、 Ｄ Ｖ がよ り 潜在化し やすい傾向にあ

る障がい者や高齢者、 性的少数者の方等に対し て、 本人の意向や障がい

等を 確認し ながら 、 適切な対応を する よ う 配慮し ます。 （ 県）

・

を 行います。 【 再掲】 （ 県・ 民間団体）

・

には、 児童虐待防止法、 高齢者虐待防止法又は障害者虐待防止法に基づ

き 市町村に通報を 行う と と も に、 市町村と 連携し て被害者の支援を 行い

ます。【 再掲】 （ 県・ 県警察本部・ 市町村）

・

言葉や文化の違いによ り 孤立し やすく 在留資格など複雑な課題を 抱えて

民間団体と の連携や、 県の通訳派遣事業を 活用し 、 外国人被害者の支援

通報の内容から 児童虐待、 高齢者虐待又は障がい者虐待が疑われる 場合

子ども を 同伴する 被害者や母国語によ る支援が必要な被害者等、 被害者

の状況に応じ た一時保護を 実施し ます。 【 再掲】

（ 県・ 市町村・ 民間団体）

・ 障がいのある 被害者や高齢者等、様々な配慮を 必要と する 被害者に対し 、

適切な施設の活用に努めます。 【 再掲】 （ 県・ 市町村・ 民間団体）

④ 適正な情報の管理

施策の内容 事業概要

( 1) 適正な情報の管理 ・ 被害者の一時保護における 安全と プラ イ バシーを 確保する ため、 適正な

情報の管理に努めます。 （ 県・ 県警察本部・ 市町村・ 民間団体）

・ 職員や民間団体スタ ッ フ 等の安全を 確保する ため、 関係部署も 含めた適

正な情報の管理に努めます。 （ 県・ 県警察本部・ 市町村・ 民間団体）

Ⅲ　 計画の内容
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関係機関や民間団体が相互に連携し ながら 、 被害者の立場に立っ た切れ目のない支援に取り

組むこ と により 、 一人ひと り 異なっ た状況におかれている被害者が、 様々な課題を解決し なが

ら 自立し た生活に向けて踏み出すこ と ができ る社会をめざし ます。  

 

 

施策の方向４   自立し た生活に向けた切れ目のない支援 

被害者が一時保護から 自立をし ていく 過程には、 精神的、 経済的な問題をはじ め、 住まいの確

保、 就労、 子ども のケアや就学など、 解決すべき 様々な課題があり ます。 住まいの確保や就労の

支援など、 生活基盤を整えるための支援だけでなく 、 精神的なケアや被害者と 同居する子ども へ

の支援などにより 、 安定し た生活を 送るこ と ができ るよう に、 一人ひと り の状況に応じ たき め細

かな支援を行います。  

また、 一時保護施設退所後の入所先の一つである女性保護施設の環境充実に努め、 被害者の自

立に向けた支援を行います。  

 

■主要施策 

① 生活基盤を整えるための支援 

施策の内容 事業概要 

( 1) 住まいの確保 ・  民間団体と の連携を 図り ながら 、 被害者が安心し て生活でき る住まいの

確保について、 情報を 収集・ 提供し 、 自立を 支援し ます。  

（ 県・ 市町村・ 民間団体） 

・  県営住宅における 、 被害者の住まいの確保に努めます。  （ 県・ 市町村） 

( 2) 就労の支援 ・  被害者の個々の状況に応じ た就職や転職のための相談、 就労のための講

座などの事業を 実施し ます。              （ 県・ 市町村） 

・  県･市町村の就労支援や、 ハロ ーワーク の活用に関する 情報を 収集し 、

被害者に提供し ます。                （ 県・ 市町村） 

・  被害者である 母子家庭の母等を 対象と し た職業訓練を 実施し ます。  

    （ 県・ 市町村） 

・ 生活保護を 受給し ている被害者のための就労支援を 実施し ます。  

    （ 県・ 市町村） 

( 3) 経済的な支援 ・  経済的な自立に向けた支援に関する 情報を 収集し 、 被害者に助言等を 行

います。                       （ 県・ 市町村） 

・  福祉事務所において、 生活保護の円滑な運用を 行います。（ 県・ 市町村） 

・ 犯罪被害者を 支援する 給付金制度に関する 情報提供を 行います。（ 国の

制度）                  （ 県・ 県警察本部・ 市町村） 

・  被害者の経済的支援のために、 社会福祉協議会貸付金や民間団体の貸付

基金等の活用について、 被害者に助言等を 行います。   

（ 県・ 市町村・ 民間団体） 

重点目標Ⅳ 自立支援の促進 
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( 4) 各種制度の周知と

活用への支援

・ 社会保険など、 被害者の自立のための各種手続き について、 個人情報の

保護や被害者の安全確保への慎重な配慮を 行いながら 情報提供を 行う

と と も に、 必要な証明書等を 発行し ます。 （ 県・ 市町村）

・ 被害者が法律的な支援を 受けら れる よ う 、 法テラ スの活用や法律扶助制

度に関する 情報提供を 行います。 （ 県・ 市町村）

・ 被害者または関係機関に対し て、 各種手続き の活用に必要な住所等の情

報管理について助言等を 行います。 （ 県・ 市町村）

② 安定し た生活に向けた支援

施策の内容
事業概要

( 1) 中長期支援施設（ *13）

の運営に対する 支援

・ 一時保護後の自立に向けて準備を 行う ための中長期支援施設を 運営す

る 民間団体に対する 支援を 強化し ます。 （ 県・ 市町村・ 民間団体）

( 2) 精神的な ケ ア の充

実

・ 精神的なケアなど、 民間団体が実施する 自立支援活動を 支援し ます。

（ 県・ 民間団体）

・ 心理カ ウン セラ ーによ るメ ン タ ルケアを 実施し 、 被害者の精神的なケア

の充実を 図り ます。 （ 県）

・ 自助グループの立ち 上げを 支援し ます。 （ 県）

・ 被害者のためのカ ウン セリ ン グ等を 行う 医療機関や民間団体の情報提

供に努めます。 （ 県）

( 3) 被害者と 同居す る

子ど も に 関す る 支

援

・ 児童相談所や市町村児童相談窓口、 学校やスク ールカ ウン セラ ー等と の

連携し た相談によ り 、 子ども の心のケアに努めます。 （ 県・ 市町村）

・ 子ども を 同伴し ている 被害者に対し 、 母子生活支援施設（ *14）の広域連携

を 活用し 支援に努めます。 （ 県・ 市町村）

・ 教育委員会や学校は、 被害者の子ども の転出入等の手続き や授業料の免

除制度等の活用について、 適切な情報提供に努めます。 （ 県・ 市町村）

・ 児童扶養手当など 各種制度に関する 情報提供を 行う と と も に円滑な運

用に努めます。 （ 県・ 市町村）

( 4) 地域における 支援 ・ 新たな地域で自立生活を 始める 場合、 被害者の意向を 確認し 、 従前の地

域での支援が引き 継がれるよ う に努めます。 （ 県・ 市町村）

・ 自立生活を 始める 被害者の生活面や心身面の相談を 総合的に受け止め

る など、 自立に向けた支援を 行います。 （ 県・ 市町村）

・ 各種制度の手続き などを 行う 際は、 必要に応じ て、 県・ 市町村の担当職

員、 民間団体のスタ ッ フ が被害者に同行し ます。

（ 県・ 市町村・ 民間団体）

・ 一時保護施設を 退所し 、 地域で生活する 被害者のためのサポート 相談を

実施し ます。 （ 県）

( 5) 外国人、 障がい者、

高齢者、 性的少数者

の方への配慮

・ 言葉や文化の違いによ り 孤立し やすく 在留資格など 複雑な課題を 抱え

ている こ と がある外国人の被害者や、 Ｄ Ｖ がよ り 潜在化し やすい傾向に

ある 障がい者や高齢者、 性的少数者の方等に対し て、 本人の意向や障が

い等を 確認し ながら 、 適切な対応を するよ う 配慮し ます。 【 再掲】

（ 県）

（ *13） 中長期支援施設：

ステッ プハウスと も いい、 一時保護後の自立に向けた準備を行う ための住まいをいう 。

（ *14） 母子生活支援施設：

同伴児童がいる母親を対象と する児童福祉法に基づく 施設で、 母子を保護し 、 その自立を支援する。 県では、 母子生活

支援施設の広域連携を活用し 、 県外の母子生活支援施設と も 連携に努めている。
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③ 女性保護施設における支援 

施策の内容 事業概要 

( 1) 女性保護施設に お

ける支援 

・  就労支援や退所者支援などによ り 自立に向けた支援を 行います。   

（ 県・ 民間団体） 

・  被害者や同伴児童・ 同伴者の心身の回復と 自立に向け、 環境の充実に努

めます。                     （ 県・ 民間団体） 

Ⅲ　 計画の内容
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被害者支援に当たっ ては、 相談や一時保護、 自立支援など、 様々な段階において関係機関が

相互に連携し 合う こ と が重要です。 地域における最も 身近な行政主体である市町村や、 被害者

に寄り 添っ たき め細かな支援に取り 組んでき た民間団体、 関係機関等、 様々な主体と 連携・ 協

働し ながら 支援に取り 組みます。  

また、 Ｄ Ｖ 防止と 被害者支援のため、 被害の実態やＤ Ｖ に対する県民意識等を調査・ 分析し

ながら 、 施策を 検討・ 反映さ せていく と と も に、 相談や支援に対する被害者から の苦情に真摯

に対応し 、 必要な改善に取り 組みます。  

 

 

施策の方向５   地域における相談と 自立支援の体制の充実 

市町村や地域の保健所などは、 被害者の最も 身近な相談窓口と し て重要な役割を 果たし ていま

す。 特に市町村は基礎的自治体と し て、 被害者支援に直接つながる多様な機能を 有し ているこ と

から 、 地域の実情に合わせた幅広い取組みが求めら れています。 そのため、 市町村基本計画の策

定や、 配偶者暴力相談支援センタ ーの設置に努めると と も に、 相談窓口の設置や被害者に対する

情報提供、 緊急時における安全の確保、 地域における継続的な自立支援等を実施し ます。  

県は、 被害者支援における中核と し て、 一時保護等を 実施するほか、 市町村基本計画の策定に

対する支援や、 市町村配偶者暴力相談支援センタ ーの設置についての働き かけ、 研修等の広域的

な施策の実施など、 市町村と の連携を深めながら 支援を行います。  

 

■主要施策 

① 市町村における計画的な取組み 

施策の内容 事業概要 

( 1) 市町村基本計画の

策定 

・  市町村は、 Ｄ Ｖ 防止や被害者の支援に関する 基本計画の策定に努め、 県

はこ れを 支援し ます。                          （ 県・ 市町村） 

( 2) 市町村に お け る 施

策推進体制の充実 

・  市町村は、 基本計画の推進に向けて、 庁内外の関係機関等から なる組織

を 設置し 、 連携を 強化するよ う 努め、 県はこ れを 支援し ます。  

（ 県・ 市町村） 

 

  

重点目標Ⅴ 市町村、 民間団体及び関係機関と の連携等 
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② 市町村における相談窓口の充実

施策の内容 事業概要

( 1) 市町村配偶者暴力

相談支援セ ン タ ー

の設置

・ 被害者が身近な地域で相談や自立の支援を 受けら れる窓口と し て、 市町

村は、 配偶者暴力相談支援センタ ーを 設置し 、 被害者の相談や自立支援

の充実強化に努め、 県はこ れを 支援し ます。 （ 県・ 市町村）

・ 市町村配偶者暴力相談支援セン タ ーの事業や被害者の一時保護の実施

に対する権限の強化や財政的な支援について、 国へ要望し ます。

（ 県・ 市町村）

( 2) 市町村に お け る 身

近な 相談窓口の充

実

・ 市町村は、 被害者相談窓口の充実に努め、 県はこ れを 支援し ます。

（ 県・ 市町村）

・ 市町村は、 被害者と 接する 相談窓口職員の研修の充実を 図り 、 庁内連携

会議の設置や庁内マニュ アルの作成等によ り 、 その連携を 強化するよ う

努め、 県はこ れを 支援し ます。 （ 県・ 市町村）

・ 市町村の相談窓口職員への支援を 行います。 （ 県）

・ 被害者への相談・ 支援に対応する 職員の資質向上のため、 被害者の状況

に応じ たき め細かな対応を 実施する ための体制を 強化し ます。 【 再掲】

（ 県）

( 3) 市町村に お け る 自

立支援の実施

・ 市町村は、 地域の実情にあわせた、 被害者の自立支援のための独自の取

組みの充実に努め、 県はこ れを 支援し ます。 （ 県・ 市町村）

・ 新たな地域で自立生活を 始める 場合、 被害者の意向を 確認し 、 従前の地

域での支援が引き 継がれる よ う に努めます。【 再掲】 （ 県・ 市町村）

・ 自立生活を 始める 被害者の生活面や心身面の相談を 総合的に受け止め

る など、 自立に向けた支援を 行います。 【 再掲】 （ 県・ 市町村）

・ 各種制度の手続き などを 行う 際は、 必要に応じ て、 県・ 市町村の担当職

員、 民間団体のスタ ッ フ が被害者に同行し ます。 【 再掲】

( 県・ 市町村・ 民間団体）

③ 地域の状況に応じ た県と 市町村等の連携

施策の内容 事業概要

( 1) 地域に お け る 関係

機関ネ ッ ト ワ ー ク

の充実

・ 地域における 、 福祉事務所、 児童相談所、 教育委員会、 警察署や医療・

法律などの関係機関・ 関係団体のネッ ト ワーク の充実に努めます。

（ 県・ 県警察本部・ 市町村・ 民間団体）

( 2) 県に よ る 広域連携

支援

・ 被害者の居住する 市町村等と 調整し 、 被害者が必要な支援を 受けるこ と

ができ るよ う 努めます。 （ 県・ 市町村）

・ 県保健福祉事務所等は、 町村と 連携し て被害者の相談や自立支援を 行い

ます。 （ 県・ 町村）

・ 県及び市町村配偶者暴力相談支援センタ ーの連絡会議を 設置し 、 連携を

強化し ます。 （ 県・ 市町村）

・ 法律相談、 心理相談、 精神保健相談などの専門相談を 実施し ます。

【 再掲】 （ 県）

・ 民間団体と 連携し た多言語によ る被害者相談を 実施し ます。【 再掲】

 ( 県・ 民間団体)

・ 男性被害者相談を 実施し ます。【 再掲】 （ 県）

・ Ｄ Ｖ に悩む男性のための相談を 実施し ます。【 再掲】 （ 県）

・ 休日夜間等、時間外の緊急相談の体制を 確保し 、警察等と の緊密な連携・

協力のも と に、 被害者の緊急相談に対応し ます。【 再掲】

（ 県・ 県警察本部・ 民間団体）

Ⅲ　 計画の内容

— 37 —



Ⅲ 計画の内容 

 

38 
 

施策の方向６   民間団体と の連携、 支援 

県では、Ｄ Ｖ 防止法制定前から Ｄ Ｖ 相談や被害者支援などの活動を先行し て展開し てき た民間

団体と 連携するこ と により 、 被害者支援の充実を図っ てき まし た。  

行政だけでは手が届かない被害者に対し て、より きめ細かな支援を行っ ている民間団体と 協働

し ながら 、 Ｄ Ｖ 防止法に基づいて委託する一時保護や、 県と 市町村、 民間団体の三者が協働し て

実施する一時保護事業に引き続き取り 組むほか、 連携し て啓発や相談事業などを行います。  

また、 被害者への支援内容を充実さ せるため、 被害者支援を行っ ている民間団体への支援を行

う ほか、 民間団体や関係機関と 定期的に意見交換を行い、 施策や事業への反映・ 見直し に取り 組

みます。  

 

■主要施策 

① Ｄ Ｖ 防止・ 被害者支援を行う 民間団体と の連携、 支援 

施策の内容 事業概要 

( 1) 民間団体と の意見

交換 

・  取組みの充実に向け、 被害者支援に取り 組んでいる 民間団体と の定期的

な意見交換を 実施し ます。               ( 県･民間団体)  

( 2) 民間団体と 連携し

た啓発等 

・  啓発資料等は、 民間団体に蓄積さ れた被害者支援のノ ウハウ等を 踏まえ

て作成し ます。                    ( 県･民間団体)  

・  被害者への適切な支援の実施のため、 被害者支援等に取り 組んでいる民

間団体のスタ ッ フ 等を 講師に、 職務関係者の研修を 開催し ます。  

                          ( 県･民間団体)  

( 3) 被害者相談に お け

る連携 

・ 民間団体と 連携し 、 休日夜間等、 時間外における 被害者相談を 実施し ま

す。 【 再掲】                     （ 県・ 民間団体） 

・  民間団体と 連携し た多言語によ る 被害者相談を 実施し ます。 【 再掲】  

（ 県・ 民間団体） 

( 4) 中長期支援施設の

運営に対する 支援 

・  一時保護後の自立に向けて準備を 行う ための中長期支援施設を 運営す

る 民間団体に対する 支援を 強化し ます。 【 再掲】  

（ 県・ 市町村・ 民間団体） 

( 5) 県、 市町村、 民間団

体の協働に よ る 一

時保護事業 

・  県、 市町村、 民間団体によ る三者協働一時保護の充実に努めます。  

【 再掲】                    （ 県・ 市町村・ 民間団体） 

( 6) 被害者支援を 行う

民間団体への支援 

・  民間委託団体のスタ ッ フ を 対象と し た研修を 実施し ます。    （ 県） 

・  民間団体が行う 、スタ ッ フ 等の人材養成を 支援し ます。（ 県・ 民間団体） 

・  民間委託団体に出向き 、ケースカ ンフ ァ レ ンスを 実施し ます。  （ 県） 

・  民間委託団体へ同伴児童の学習面に関する 支援の助言を 行います。（ 県） 

・  被害者の自立支援活動等を 行う 民間団体の取組みを 支援し ます。  

（ 県・ 民間団体） 

・ 民間委託施設等を 利用し ている 被害者に対し て、 心理的ケアなど、 専門

家によ る支援を 行います。                       （ 県） 
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施策の方向７ 関係機関等と の連携及び人材育成

県内のＤ Ｖ 対策を総合的に推進するため、 県及び市町村、 民間団体等で構成する「 神奈川県Ｄ

Ｖ 対策推進会議」 を設置するなど、 関係機関・ 民間団体相互の連携を推進し ます。

また、 関係機関・ 民間団体の職務関係者が、 共通の認識・ 共通の理解のも と 、 質の高い被害者

支援等に取り 組むため、 研修の充実を図り 、 支援者の資質向上に努めます。

■主要施策

① 関係機関等と の相互の連携

施策の内容 事業概要

( 1) ネ ッ ト ワ ー ク の充

実

・ Ｄ Ｖ 防止と 被害者の自立支援施策を 充実する ため、 関係機関・ 関係団体

の連携を 強化し ます。 （ 県・ 市町村）

・ 通報制度や保護命令制度を 活用し た被害者支援のため、 医療、 法律など

の関係機関・ 関係団体と の連携を 図り ます。（ 県・ 市町村・ 県警察本部）

・ 被害者の子ども への接近禁止命令が発令さ れる場合も ある こ と から 、 保

護命令制度の趣旨及び概要について、 会議の場やホームページ等を 通じ

て教育委員会及び学校、 保育所等に周知を 図り ます。 （ 県・ 市町村）

・ 関係機関・ 関係団体が連携し 、 被害者が自立し た生活を 続けるための、

長期にわたる 切れ目のない支援に努めます。 （ 県・ 市町村・ 民間団体）

( 2) 広域における 連携 ・ 被害者の支援に当たっ ては、 必要に応じ て、 県外の婦人相談所や婦人保

護施設、 母子生活支援施設の活用など、 都道府県域を 越えた連携に努め

ます。 （ 県）

・ 関係する場所が複数の都道府県にわたるも のについては、 関係都道府県

警察と 連携し ます。 （ 県警察本部）

② 支援者の育成と 資質向上等

施策の内容 事業概要

( 1) 職務関係者への研

修等の充実

・ 被害者への相談・ 支援に対応する 職員の資質向上のため、 被害者の状況

に応じ たき め細かな対応を 実施する ための体制を 強化し ます。 （ 県）

・ 被害者への適切な支援の実施のため、 福祉、 警察、 医療、 法律、 教育関

係者や人権擁護委員、 民生委員・ 児童委員等の職務関係者の研修や情報

提供を 行います。 （ 県・ 市町村）

・ 県・ 市町村の被害者の相談や一時保護等を 担当する 職員の専門性を 高め

る ため、 医療や法律の専門家や民間団体のスタ ッ フ 等を 招いて研修を 行

います。 （ 県）

・ 被害者支援に携わる 職員等へ、 情報管理を 含む危機管理に関する 研修を

行います。 （ 県・ 県警察本部・ 市町村・ 民間団体）

・ 県及び市町村における 被害者支援等に関する ノ ウハウについて、 相互に

情報交換する こ と によ り 、 資質向上に努めます。 （ 県・ 市町村）

( 2) 支援者への支援 ・ 被害者支援に携わる 相談員等の精神的安定を 図り 、 より 良い被害者支援

を 実施でき る よう 、 組織内でのスーパービ ジョ ン（ *15）を 実施する など、

メ ン タ ルヘルスケアの充実に努めます。 ( 県・ 市町村)

・ 市町村の相談窓口職員への支援を 行います。 【 再掲】 （ 県）

（ *15） スーパービジョ ン：

事例を報告し 、 より 経験のある者等から 適切な方向付けを得るための指導を受けるこ と 。 スーパービジョ ンを受ける

際の指導者をスーパーバイ ザーと いう 。

Ⅲ　 計画の内容
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施策の方向８  課題解決に向けた調査研究と 提案・ 苦情への対応 

Ｄ Ｖ 防止と 被害者支援のための調査研究を行い、 施策に反映さ せると と も に、 必要な法整備等

について国へ要望し ます。 また、 県・ 市町村等の関係機関は、 県民等から の提案や被害者から の

苦情の申出について適切・ 迅速に対応し ます。  

 

■主要施策 

① 調査研究 

施策の内容 事業概要 

( 1) Ｄ Ｖ 防止及び 被害

者支援のた め の調

査研究 

・ Ｄ Ｖ 防止や被害者支援のための調査や研究を 実施し 、 施策に反映さ せま

す。                                      （ 県） 

・ 国等の調査・ 研究の情報を 収集し 、 調査研究に活用する と と も に、 関係

機関へ情報提供し ます。                    （ 県） 

( 2) 国への要望 ・ 女性に対する 暴力を 未然に防止する ための取組みの充実や、 近年増加が

みら れる男性被害者に対する支援体制の枠組みの構築などについて、 国

へ要望し ます。                        （ 県） 

・ 加害者更生に関する国の調査研究の動向を 把握し 、 その充実及び必要な

法整備について、 国へ要望する と と も に、 他の地方公共団体及び民間団

体における 取組状況等を 把握する よう 努めます。         （ 県） 

・ 困難を 抱える 女性達の自立に向けた支援を 適切に行う こ と ができ る よ

う 、 売春防止法の抜本的な改正または女性の保護に関する 新たな法整備

について、国へ要望し ます。                 （ 県） 

 

② 提案・ 苦情への対応 

施策の内容 事業概要 

( 1) 関係機関に お け る

提案・ 苦情への適切

な対応 

・  県民等から の配偶者等暴力の防止や被害者の支援に関する 提案、 被害者

から の苦情の申出を 受けた場合は、 被害者の置かれている 状況に配慮し

て、 適切・ 迅速に対応する よ う 努めます。  （ 県・ 県警察本部・ 市町村） 
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